
１．件名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(伊方３号機（６３７））」 

２．日時：令和２年５月２２日 １６時００分～１６時２５分               

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（※一部ＴＶ会議システムによる出席） 

４．出席者：（※‥ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁  

（新基準適合性審査チーム） 

藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、櫻井安全審査官 

 

四国電力株式会社 原子力部 輸送・貯蔵グループリーダー 他１１名※ 

               

５．要旨 

○ 四国電力株式会社から、令和２年５月１８日に一部補正があった伊方発電所３号

炉の原子炉設置変更許可申請書（使用済燃料乾式貯蔵施設の設置）（平成３０年５

月２５日申請）に関し、本文及び添付書類について、資料に基づき説明があった。 

○ 原子力規制庁は、説明を受け、今後の審査にて引き続き確認していく旨を伝えた。 

 

６．その他 

 提出資料： 

・＜補足説明資料＞変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

以上 


